
※総代、理事・監事の氏名は
　22ページに記載
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経営意思
決定機関

会員資格　信用金庫の営業地区内に…

お客さま・会員の皆さま

お住まいの方 お勤めの方 事業所をお持ちの方

総代会（選任された総代で組織） ●定数/50人以上70人以内　任期/3年
●決算事項、理事・監事の選任等重要事項の決議

経営企画委員会（常勤役員で構成）
●経営上の課題取組方針の協議

理事会（当金庫の理事全員によって構成）
●代表理事の選任等金庫の重要事項の決議
●業務執行状況及び重要事項の経過・結果報告 
●毎回監事も出席

本部・営業店18ヵ店

職務分掌規
程や決裁権
限などの金
庫内規程を
厳格に運用

※営業地区は19ページに記載

※但し、個人事業者で常時使用する従
業員数が300人を超える場合、ま
たは、法人事業者で常時使用する
従業員が300人を超え、かつ資本
金が9億円を超える場合には会員
になることはできません。

信用金庫の会員には出資口
数に関係なく一人一票の議
決権が与えられています。
当金庫では、会員一人ひとり
の意見が経営に反映される
よう、会員の中から定款の規
定に従い総代選考委員を選
出し、総代選考委員会におい
て会員の総意を代表する総
代を地区ごとに選任しており
ます。当金庫では、会員全員
による総会に代えて、この選
任された総代で組織される
「総代会制度」を採用してお
ります。総代会は当金庫の最
高意思決定機関です。当金
庫の役員は、この総代会で
選任されます。

ガバナンスの強化という観点から、組織が健全かつ有効・効率的に運営されるよう所定の基準や手続を定め、それに基づいて管理する
「内部統制システム」の構築を進めるための基本方針として「内部管理基本方針」を策定しております。
今後、「内部管理基本方針」に則り、継続的に内部管理体制の整備を進め、その実効性の確保に努めてまいります。

イ ロ

地区を4区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

（上記2以下の手続を経て）

のいずれかを選択

1. 総代候補者の選考委員の選任
総代会の議決により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

1. 資格要件 当金庫の会員であること                      
2. 適格要件 ①地域における信望が厚く、信用金庫の使命を十分理解している者
 ②地域の事情に明るく、人格・識見とも優れている者　③その他総代会が適格と認めた者

2. 総代候補者の選考
選考委員が総代候補者を選考

総代候補者の氏名を、１週間店頭掲示  左記掲示について下野新聞に公告 異議申出期間（公告後2週間以内）

理事長に報告

1．資格要件 ①当金庫の会員であること　②前年度末時点において満75歳以下であること                      
2．適格要件 ①総代としてふさわしい見識を有している者　②良識をもって正しい判断ができる者
 ③人格にすぐれ、金庫の理念・使命を十分理解している者　④その他総代選考委員が適格と認めた者

3. 総代の選任
会員から異議のない場合 選任区域の会員数の1/3以上から異議の

申出があった総代候補者選任区域の会員数の１/3未満から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/2未満

　欠員（選考を行わない）

総代の氏名を店頭に１週間掲示

当該総代候補者が選任区域の総代定数の１/2以上

　他の候補者を選考

理事長は総代に委嘱

総代選考委員
選考基準

総代候補者
選考基準

イ ロ

「内部管理基本方針」
の策定

総代が選任されるまでの手続き

会員・総代会制度とコーポレートガバナンス

総代会のしくみ
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策委員会


